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１ これまでの経緯 

 

瀬戸内市公共施設再編方針（以下「再編方針」という。）では、単純に公共施設を削減すると、必要性

の高い公共サービスが維持できなくなり、市民生活に大きな影響を与えることとなることから、効果的、効

率的な管理運営や長寿命化の取り組み等により、公共施設の削減幅を抑制し、総量削減目標を今後 40

年間で 40％とすると定義しています。 

 

瀬戸内市公共施設再編計画（２期）（以下「再編計画（２期）」という。）では、人口の動向と公共施設の現

状、主な課題の整理、再編計画（２期）改定の方針、再編計画（２期）の期間と定義をまとめ、施設分類ごと

の方針等を個別施設の再編方針（個別計画）として取りまとめています。 

 

再編計画（２期）期間内（令和２年度～令和６年度の５年間）では、廃止・集約化・譲渡等により１８施設、

7,218㎡（計画対象総床面積比 4.8％）の削減を実現しています。（別表１） 

 

 

 

        【再編計画の位置づけ】 

 

  

１ 公共施設再編計画の改訂にあたって 

瀬戸内市公共施設再編方針 （平成 26年 6月策定）

瀬戸内市公共施設再編計画（１期）（平成 27年 9月策定）               

〃     （２期）（令和 2年 9月策定） 

〃     （３期）（令和 7年 9月策定） 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について 

（平成 26年 4月総務省通知） 
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   （別表１） 

【廃止・集約化・譲渡等を完了した施設】 

施設名称 床面積（㎡） 担当課 

旧長船支所 1,964 長船支所 

旧長船分駐所 202 消防本部 

国際交流ヴィラ 294 秘書広報課 

ふるさと情報館 12 文化観光課 

大賀島観光施設 12 文化観光課 

旧公衆便所（第 1駐車場） 121 文化観光課 

公衆便所（オリーブ園） 19 文化観光課 

旧公衆便所（大富駅） 8 総務課 

長船町公民館 1,764 公民館 

邑宝天文台 9 社会教育課 

牛窓学校給食調理場 721 学校給食調理場 

今城幼稚園 547 総務学務課 

今城保育園 591 こども家庭課 

旧玉津コミュニティセンター 252 企画振興課 

福中いこいの家 125 ダイバーシティ推進室 

長浜倉庫 71 契約管財課 

旧学校給食共同調理場 412 契約管財課 

旧火葬場 94 生活環境課 

18施設 7,218   

※再編計画における完了の考え方は、維持費の支出が不要となった時点をもって完了としています。 
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２ 再編計画の位置づけ 

 

このたび改訂する瀬戸内市公共施設再編計画（３期）（以下「再編計画（３期）」という。）は、再編方針に

基づき作成しており、個別施設計画の上位計画として位置づけます。また、改訂にあたっては５年間の削

減の取り組みにより判明した課題を確認・整理し、個別施設の具体的な方針を提示します。 
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施設 
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公共施設再編計画

インフラ施設 

長寿命化計画 

（道路・橋梁・上下水道） 

個別施設の具体的な方針を 

明示 

瀬戸内市公共施設再編方針

インフラ長寿命化基本計画 （基本計画）（国） 

老朽化対策の取り組みとして

安全性の向上と効率的な施設

管理 

総合的かつ計画的な管理に 

関する基本的な方針を明示 

公営 

住宅 

観光 

施設 

各担当課にて再編計画に沿っ

て施設の劣化度調査、利用者調

査、対策内容、実施時期を明示 

長寿命化計画等個別施設計画

を策定 

子育て支援 

施設 

学校 

社会教育施設 



- 4 - 

 

 

 

 

１ 人口の動向 

 

 

 

瀬戸内市の人口（合併前においては、牛窓町、邑久町、長船町３町の合計人口）は、平成 12（2000）年

の約 3.9万人をピークに減少し、平成 27（2015）年の時点で約 3.7万人となっています。 

瀬戸内市第 2 期人口ビジョン（令和 2（2020）年 3 月策定）では、国立社会保障・人口問題研究所の推

計によると、令和 27（2045）年は約 2.9万人まで減少すると予測されています。  

人口の将来展望として「合計特殊出生率の向上」、「社会増減の向上」の条件を基に、将来の目標人口

を、令和 22（2040）年において、31,000人程度、令和 42（2060）年において 27,000人程度を維持すること

を目指しています。 

 

 

■年齢別将来人口推計 

 

 資料：第 2期瀬戸内市人口ビジョン 

 

 

２ 人口の動向と公共施設の現状 

市の将来人口は令和２７年（2045年）に 28,870人と推計 

                                       出典：第２期瀬戸内市人口ビジョン 
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２ 公共施設の状況 

 

 

再編計画（３期）の対象となる施設は、市の普通会計で管理する建物を対象とし、220 施設、総床面積

は 149,111㎡とします。 

 

【再編計画（３期）の対象施設分類等】 

  

再編計画（３期）の対象施設数  220施設  対象面積  149,111㎡ 
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１ 施設分類ごとの課題 

 

学校施設の統廃合については多角的な視点での調査を行い、学校教育施設の配置について検討が

必要です。また、策定した学校施設長寿命化計画の実行に際しては、長期的な施設のあり方を検討した

うえでの実施が求められます。 

 

 

子育て世代のニーズに対応するため、保育園と幼稚園のあり方の検討、こども園への移行が考えられ

ます。令和元年度に策定した第２期子ども・子育て支援事業計画との整合性を図り、統廃合や民営化等

の検討が必要です。 

 

 

コミュニティ施設は施設数も多く、地域活動や避難所など地域の拠点施設として最も身近な公共施設

であり、その集約については慎重に行う必要があります。現在、新たな地域自治組織制度について調査・

研究を進めているところです。地域自治組織制度の方針と合わせ、施設の配置等の検討が必要です。 

しかし、現実的には市が管理している施設や指定管理者制度を活用して施設管理を行っている施設が

多く、地域自治組織を受け皿に譲渡する協議は進捗しませんでした。地域が受け皿となるためには、地縁

団体の法人格取得が必要であることが課題となっています。 

 

 

法定耐用年数到来施設において、入居者がいる中で施設の老朽化対策や建替について検討を進め、

整備することが求められています。 

令和２年度に見直しをした公営住宅等長寿命化計画により、今後の市営住宅等の活用（建替え及び改

善、維持管理等）や長寿命化を図るための住宅施策を展開していきます。 

  

３ 再編計画（２期）における主な課題の整理 

宿舎・市営住宅 

学校教育施設 

子育て支援施設 

コミュニティ施設 
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１ 基本理念 

現在の公共施設全てを更新していくことは不可能であり、今後４０年間で現在の公共施設の５割から６

割程度の削減は避けられません。しかし、単純に公共施設を削減すると、必要性の高い公共サービスが

維持できなくなり、市民生活に大きな影響を与えることとなってしまいます。継続した行政運営ができるよう、

施設の複合的な利用や最適な配置を行うことが必要です。 

 

 

２ 基本方針 

（１）施設床面積ベースの削減目標は４０年間で４０％の総量削減 

   ４０年間（令和３７年度末）で、延床面積４０％の総量削減を目指します。再編計画（３期）では、目標を

達成するため施設を分類化し方針を示します。 

   将来的な施設の統廃合又は維持の方針、その手法については個別の施設で計画することとします。 

必要な施設を維持する、また新たな需要に応じ施設を建設する場合は、補助金など財源の確保や維持

管理コストの縮減に資する改修に努めます。また、長寿命化を図るなど更新時期を延伸させることで将来

負担を小さくする取り組みを進めます。 

 

（２）個別施設分類ごとの担当課が施策をチェックします 

計画や施策が、再編計画（３期）と乖離を起こさないように担当課でチェックします。 

 

（３）再編計画（２期）の実施内容は尊重します 

個別の施設方針については、基本的に再編計画（２期）を継続します。ただし、再編計画（２期）中に大規模

改修や集約した施設等については定めた方針に修正します。 

 

（４）実施状況の確認集計を行います 

再編計画（３期）の進捗状況は、年度末に契約管財課において実施状況を確認し、集計します。 

  

４ 再編計画（３期）改訂の方針 
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【削減目標指針】 
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３ 再編計画策定にあたっての考え方 

基本方針を踏まえ、再編計画では施設の状況に考慮し、次の考え方により再編を進めます。 

 

（１）４０年後のあるべき姿を明確にして 

本市の総面積は 125.46ｋ㎡であり、住民へのきめ細かなサービスを行うために、各地域に施設が立地して

います。それらは地域の身近な活動拠点として市民に愛されています。しかし、将来人口が減少していく中

にあっては財源も必然的に減少し、これらすべての施設を維持することはできません。 

人口減少・少子高齢化が進む中、地域の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保するため、人々の

居住や必要な都市機能をいくつかの拠点に誘導し、それぞれの拠点を地域公共交通ネットワークで結ぶ、

コンパクトで持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。 

また、公共施設の多くは災害時の避難所としての機能を有することから、担当課においては瀬戸内市地

域防災計画との調整を図りながら配置の検討を進めます。 

本市では、長期にわたって安定した均衡のある土地の利用を確保することを目的として、瀬戸内市の区

域における土地の利用に関して基本的な事項を定めた、「瀬戸内市国土利用計画」を策定しました。計画で

は、安全で利便性の高い市街地を形成するための手法として、新たに都市計画の導入を目指すことを定め

ています。 

公共施設の再編は、市街地や公共交通のあり方と密接に関係し、都市計画との連携が必要と考えられま

す。今後の再編計画改正にあたっては、都市計画部門と連携を図っていきます。 

 

（２）効率性と利便性を目指して 

財政面の効率性とサービス面の利便性を考慮し、類似するサービスを提供する施設の集約、廃止、譲

渡により、最小の経費で最大のサービスが提供できるよう、施設の再編を進めます。 

 

（３） 市民・民間の力を生かして 

公共施設は単に各種の目的として利用されるだけでなく、公共施設を中心として地域の伝統文化が育

まれています。例えばコミュニティ施設は地域の伝統文化や市民活動などの拠点となり、スポーツ・レクリ

エーション施設は地域のスポーツ振興を育む拠点となっています。 

このため再編計画（３期）では施設を再編した場合、どのような形でこれらを継承していくか検討しなけ

ればなりません。地域（市民）や民間の活力を生かしながら、地域の個性が今後も継承され、地域の「強み」

が継続される仕組みづくりに配慮し再編を進めます。 

 

（４）計画の実現に向けて 

再編にあたっては、計画期間を５年間に設定し順次取り組みますが、実効性のある計画とするために、

定期的に進捗状況の検証を行います。 
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す。 

 

 

１ 再編計画（３期）の期間 

計画期間は令和７年（2025年）９月から令和１２年（2030年）８月までの５年間とします。 

 

２ 再編の方向性の定義 

   再編の方向性の定義を下表のとおり整理します。 

 

     【再編の方向性の定義】 

集   約 
・類似する施設を集約します。 

・異なる機能を有する施設を集約します。 

廃 止 
譲渡 ・自治会等の地域組織や民間などへの譲渡を検討します。 

解体 ・集約化、 譲渡ができない場合は、用途を廃止後、解体します。 

維   持 

（目的変更） 

・利用時間の見直し、利用料金の見直し、指定管理者制度の継続等により、 

行政サービスの向上及び効果的・効率的な施設運営を図ったうえ、引き続き

維持します。また、定期的に改修を行います。 

・現行の行政目的を変更し、新たな目的に転換します。 

検   討 ・現段階で最終的な方針が決定していません。検討後、方針を明確化します。 

完   了 ・再編計画により対策が完了した施設です。 

※再編計画における完了の考え方は、維持費の支出が不要となった時点をも

って完了としています。 

 

３ 方針別の集計 

再編計画（３期）の方針に基づき、担当課において作成した計画を集計すると次表のとおりです。 

 

【方針別集計】 

再編計画（3期）方針 施設数（ヶ所） 方針別床面積（㎡） 方針別床面積（％） 

維        持 94 91,944 61.7 

検        討 76 35,176 23.6 

譲渡・廃止・解体 2 39 0.0 

集        約 3 1,328 0.9 

完        了 45 20,624 13.8 

計 220 149,111 100.0 

  

５ 再編計画（３期）の期間と定義 
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再編計画（３期）では、施設数 220施設のうち 94施設、床面積 91,944㎡を維持としています。 

また、今後の方針が決定しておらず検討としている 76 施設、床面積 35,176 ㎡は地域等と協議し方針

を決定することとしています。ただし、施設の再編計画方針については変更することもあることから、計画

期間を５年とし、随時見直すこととします。 

 

なお、再編計画（２期）策定以降に新築・取得した施設、寄附を受けた施設は次のとおりであり、再編計

画（３期）における施設数及び床面積に含めます。なお、これらの施設は全て維持します。 

 

 【再編計画（２期）中に新築した施設等】 

小分類 小学校区 施設名称 
床面積

（㎡） 

再編の方向性 

（令和 7年 3月） 
担当課 

その他文化施設 国府 ゆめトピア長船付属棟 502 維持 公民館 

公衆便所 邑久 公衆便所（邑久駅） 68 維持 建設課 

公衆便所 国府 公衆便所（長船駅） 68 維持 建設課 

公衆便所 今城 公衆便所（大富駅） 55 維持 建設課 

その他文化施設 行幸 仲﨑邸（居宅、土蔵等 8棟） 590 維持 文化観光課 

庁舎等 邑久 本庁舎書庫棟 856 維持 契約管財課 

庁舎等 国府 長船支所 290 維持 長船支所 

道の駅関連施設 裳掛 公衆便所（第 1駐車場） 130 維持 文化観光課 

消防施設 国府 長船分駐所 321 維持 消防本部 

コミュニティセンター 玉津 玉津コミュニティセンター 293 維持 企画振興課 

火葬場 玉津 火葬場 1,479 維持 生活環境課 

床 面 積 計 4,652     
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【再編計画（２期）中に増減した床面積】 

 



- 13 - 

 

 

 

 

 

１ 施設分類ごとの方針等 

 

１ 庁舎等 

 

 

 

（１）基本的な考え方 

本庁舎は耐用年数が到来する 2037年度に向け、庁舎再編計画基本構想（平成３０年３月策定）において示

している方針について検討します。 

また、本庁舎及び消防庁舎は、耐震対策として天井等非構造部材調査の実施を検討します。長船支所は

令和４年度に新支所が完成、令和５年度に移転済みです。 

＜今後の再編方針＞ 

○本庁舎・消防本部庁舎 

・耐震対策として天井等非構造部材調査の実施を検討します。 

○本庁舎書庫棟 

・本庁舎駐車場用地と合わせて取得しました。 

   ○牛窓支所・裳掛出張所 

    ・耐用年数まで、補修しながら維持します。 

      ○長船支所 

       ・令和４年度新支所完成、令和５年度に移転済みです。 

      〇消防署分駐所 

       ・牛窓分駐所は耐用年数まで補修しながら維持します。長船分駐所は、令和３年度に新分駐所完成、移転

済みです。 

６ 個別施設の再編方針（個別計画） 

【担当課】  契約管財課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所、消防本部 
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２ スポーツ・レクリエーション施設 

 

 

 

 

 

（１）基本的な考え方 

全体の配置計画を策定し、施設の方針を決定します。 

利用状況などを考慮し、今後の更新を検討します。著しく利用者数の少ない施設や利用者に偏りのあ

る施設、利用者数とコストのバランスがとれていない施設は使用料を含め、見直しを進めます。  

また、周辺自治体との共同利用の観点から、広域的な観点での配置適正化も検討します。 

 

＜今後の再編方針＞ 

○スポーツ公園・B＆G海洋センター 

・補修しながら維持します。 

   ○牛窓体育館 

    ・検討の結果、施設を廃止及び解体し、学校用地として有効活用する方針とします。解体後の跡地有

効利用に向けた検討を進めていきます。 

   ○玉津体育館 

    ・補修しながら維持します。 

      ○長船美しい森・邑久自然教育の森キャンプ場・市民の森 

       ・邑久自然教育の森キャンプ場は利用状況を見ながら方針を再検討します。長船美しい森、市民の

森は維持します。 

 
 

【担当課】  産業振興課、社会教育課 
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３ 保健福祉施設 

 

 

 

 

 

（１）基本的な考え方 

庁舎再編計画基本計画により、ゆめトピア長船は使用目的を変更し、文化センター・長船町公民館・長

船図書館として改修し、維持します。これにより、ゆめトピア長船の小分類を「その他文化施設」に変更しま

す。 

   

＜今後の再編方針＞ 

○高齢者能力活用センター 

    ・平成３１年４月１日、邑久町シルバー人材センターに無償譲渡を完了しています。 

 

 

 

  

【担当課】  いきいき長寿課 
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４ 観光施設・公衆便所 

 

 

 

 

 

（１）基本的な考え方 

第３次瀬戸内市総合計画にある「にぎわいと活気のある観光のまち」づくりの実現ため、瀬戸内市観光

協会等の指定管理事業者と協議しながら、施設のあり方を検討します。 

 

＜今後の再編方針＞ 

○国際交流ヴィラ 

・令和４年度に譲渡が完了しています。 

○牛窓海遊文化館 

・「朝鮮通信使に関する記録」が世界記憶遺産に認定されたことから、その中心的役割を担う施設であ

り、維持することとします。施設の老朽化が進んでおり大規模な改修が必要です。 

○ふるさと情報館 

・令和６年度に撤去が完了しています。 

○大賀島観光施設 

・令和５年度に撤去が完了しています。 

○公衆便所 

・ＪＲ駅前等整備事業により、長船駅、邑久駅、大富駅の公衆便所を新築しています。 

・本蓮寺公衆便所を除き、既存の施設を維持します。本蓮寺便所は土地所有者と協議し、譲渡もしく

は廃止の方針で検討を進めます。オリーブ園公衆便所は令和５年度に撤去が完了しています。 

・西脇海岸の出荷場側公衆便所は、維持から地元管理に方針を変更し譲渡しています。 

○道の駅施設 

・指定管理者制度による管理を継続します。 

・黒井山ゆうゆう交流館は維持します。 

・ちびっ子プールは投資に見合う収入が見込めないため、廃止を含め、跡地利用について検討します。 

・黒井山及び一本松展望園の公衆便所は維持します。 

・黒井山公衆便所（第１駐車場）は、令和４年度に新築しました。 

【担当課】  秘書広報課、企画振興課、総務課、契約管財課、建設課、文化観光課、下水道課 
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５ 文化施設 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

   地域における文化・教育の拠点施設であり、施設は市又は指定管理事業者により、維持する方針としま

す。 

 

＜今後の再編方針＞ 

○中央公民館、牛窓町公民館 

・施設は維持します。 

○長船町公民館 

    ・令和６年度にゆめトピア長船へ移転し、既存の建物は解体しています。 

○備前長船刀剣博物館・瀬戸内市立美術館 

・備前長船刀剣博物館及びその関連施設、瀬戸内市立美術館は維持します。 

○図書館 

・施設は維持します。長船図書館はゆめトピア長船へ移転しています。 

○ゆめトピア長船 

・使用目的を変更し、文化センター・長船町公民館・長船図書館として維持します。 

○ゆめトピア長船付属棟 

・令和６年度に倉庫棟、陶芸・石けん工房棟、ビリヤード棟を新築しています。 

○寒風陶芸会館 

・経営改善中であり、経営状況を確認しながら施設を維持します。経営悪化が継続するならば、廃止も 

検討します。 

○邑宝天文台 

・令和４年度に撤去が完了しています。 

○街角ミュゼ牛窓文化館、灯ろう堂、須恵古代館 

・街角ミュゼ牛窓文化館は文化財であることから維持します。 

・灯ろう堂、須恵古代館は文化財関連施設であることから施設を維持します。 

○仲﨑邸 

・令和５年度に寄附を受けています。 

【担当課】  文化観光課、社会教育課、公民館、図書館 
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- 21 - 

 

６ 学校教育施設 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

   学校教育施設については、学校施設長寿命化計画に基づき、建替、改修等の対策を実施し、使用し

続けることができるよう努めます。また、児童生徒数の将来推計に基づき、大幅な減少が見込まれる場合、

子どもの教育への影響等を総合的に勘案し、統廃合についての検討を進めます。 

 

    

＜今後の再編方針＞ 

○小学校 

・建物について、学校施設長寿命化計画に基づき、建替、改修等の対策を実施します。また、基本

的な考え方に基づき、統廃合についての検討を進めます。 

○中学校 

    ・建物について、３中学校を当面維持します。また、基本的な考え方に基づき、統廃合についての検

討を進めます。 

○学校給食調理場 

・邑久・牛窓学校給食調理場及び長船学校給食調理場は民間事業者への委託を完了しており、施設

の維持を継続します。 

・牛窓学校給食調理場は、令和５年度に廃止し、邑久学校給食調理場と統合しています。施設につい

ては、今後の方針について検討します。 

【担当課】  総務学務課、学校給食調理場、契約管財課 



- 22 - 
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７ 子育て支援施設 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

保育料無償化により、園児数の増加、特に保育園・こども園の園児の増加が見込まれます。幼年人口

推計を基に園児数等を推計し、施設のあり方について、第２期子ども・子育て支援事業計画に基づき検

討します。 

 

 

＜今後の再編方針＞ 

○幼稚園 

・今城幼稚園は今城保育園と統合し、今城こども園になりました。他の園は園児数の減少により、牛

窓地域１園、邑久地域１園、長船地域２園に集約されていることから当面維持します。ただし、今後

も園児数の推移により、統廃合を検討します。 

○保育園・こども園 

    ・今城保育園は今城幼稚園と統合し、今城こども園になりました。他の園は第２期子ども・子育て支援

事業計画等に基づき、こども園化、統廃合、民営化等の協議を進めます。 

    ・裳掛認定こども園は維持します。 

○放課後児童クラブ 

・既存放課後児童クラブ施設は維持します。 

【担当課】  こども家庭課、総務学務課 
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８ コミュニティ施設 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

地域における市民活動の拠点となる施設については、同一地域に複数の施設がある場合は集約化を

進めます。利用者数や地域の実情などを考慮して拠点となるべき施設を決定し、改修・建替等を行い維

持します。現在、新たな地域自治組織制度の検討を進めている段階であり、当分の間は指定管理者制度

の活用により施設を維持します。 

方針決定前の大規模改修及び大規模施設整備は実施しないこととします。ただし、将来確実に地域拠

点となる施設に限り実施するものとします。  

 

 

＜今後の再編方針＞ 

○コミュニティセンター(瀬戸内市コミュニティセンター条例(平成 16 年瀬戸内市条例第 16 号) 第 2 条

に規定するもの) 

○ふれあいプラザ・サロン等(瀬戸内市介護予防拠点施設条例(平成 16年瀬戸内市条例第 111号) 第

2 条、瀬戸内市地域交流サロン条例(平成 17 年瀬戸内市条例第 14 号) 第 2 条及び瀬戸内市老人

憩の家条例(平成 16年瀬戸内市条例第 109号）第 2条に規定するもの) 

○公民館分館(瀬戸内市公民館条例(平成 16年瀬戸内市条例第 77号)第 2条に規定する牛窓町公民

館及び長船町公民館の分館) 

 

・他のコミュニティ施設が同一地域内に重複する場合、調整し集約化します。 

・集約化等、方針を決定する前段階での大規模改修及び大規模施設整備は行いません。 

・新たな地域自治組織制度のあり方により方針を決定します。 

・施設管理は指定管理者制度等での管理を継続します。 

 

○その他のコミュニティ施設 

・福山公会堂、美和会館は修繕等を行わず、地域と協議したのち廃止に向け検討します。福中いこ

いの家は令和６年に解体しています。 

【担当課】  企画振興課、ダイバーシティ推進室、いきいき長寿課、社会教育課、公民館 
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９ 消防機庫 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

消防能力を維持していく観点から、計画的に施設点検や改修等を行い老朽化対策に努めます。また、

消防力の維持に留意しながら、分団機庫の整備・集約化を視野に入れ施設のあり方を検討します。 

 

＜今後の再編方針＞ 

○消防団分団機庫 

・基本的には既存の分団機庫を維持します。 

・牛窓分団は１部から４部及び６部を集約するためには、団機庫の整備が必要となります。施設整備

を含め、集約化の検討を進めます。 

・牛窓分団５部（師楽）は他部と距離があり、単独機庫として維持します。 

・牛窓分団７部（前島）は施設を維持します。 

・鹿忍分団は１部及び３部の集約を検討します。ただし、鹿忍分団４部（千手）については、令和２年１

月活動を再開したことにより、完了から維持に変更します。 

・鹿忍分団５部（西脇）は他部と距離があり、単独維持とします。 

・長浜分団は１部から３部を集約するためには、団機庫の整備が必要となります。施設整備を含め、

集約化の検討を進めます。 

・邑久西分団１部及び２部は機庫を新築し集約しています。 

・邑久西分団３部は、機庫が比較的新しく現状のまま維持します。 

・邑久西分団４部は、３部への集約を検討します。ただし、集約するには３部機庫の増改築が必要で

す。 

・邑久西分団５部は、１部（２部）への集約を検討します。ただし、集約するには１部機庫の増改築が

必要です。 

・邑久東分団１部及び２部を集約するためには団機庫の整備が必要となります。施設整備を含め集

約化の検討を進めます。 

・邑久東分団３部は、４部及び５部への集約を検討します。ただし、集約するには４部（５部）機庫の増

改築が必要です。 

・邑久東分団４部及び５部は、機庫を新築し集約しています。 

・美和分団、国府分団及び行幸分団は現施設を維持します。 

【担当課】  消防本部 
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１０ 宿舎・市営住宅 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に維持管理します。なお、老朽化が著しい団地の建替

にあたっては、団地の統合も視野に入れ、管理の合理化をめざします。また、現入居者への継続居住

等のアンケート意向調査を踏まえ、施設整備の検討を進めます。 

 

 

＜今後の再編方針＞ 

○宿舎・教員住宅等 

・施設を廃止しています。 

 

   ○市営住宅 

（山田庄団地、福元団地、福山団地） 

・邑久町内３団地の集約建替基本構想・基本計画を策定し、建替えをします。 

 

 （福里西村団地、弁天団地） 

・公営住宅等長寿命化計画により、維持管理とします。 

 

 （東町団地、中村団地） 

・公営住宅等長寿命化計画により、改善し当面維持管理とします。 

 

（西村団地、井尻団地、飯井団地、飯井団地Ⅱ、東須恵団地、東須恵団地Ⅱ、美和団地） 

    ・公営住宅等長寿命化計画により、長船地域の集約建替の検討を進めます。 

     

    （粟利郷団地、津行団地、西浜団地、弁天団地（単独）） 

    ・公営住宅等長寿命化計画により、牛窓地域の集約建替の検討を進めます。 

【担当課】  建築住宅課、総務学務課 
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１１ その他施設 

 

 

 

 

 

（１） 基本的な考え方 

市で管理すべき施設、譲渡し地元で管理すべき施設、既に建設当時の目的を達成し現在使用して

いない施設等を明確にしたうえで今後の方針を決定します。税法上の耐用年数を経過している施設も

多く、早急な対策が急がれます。 

 

＜今後の再編方針＞ 

○作業所・加工施設・農業関連施設等 

・地元で管理している作業所、加工施設、農業関連施設については地元管理を継続しながら譲渡の

交渉を進めます。 

・福山共同作業所は、施設の大規模修繕は行わず廃止を検討します。 

○水防倉庫 

・４施設の維持管理を継続します。老朽化している施設については更新を検討します。 

○生活環境関連施設 

・リサイクルプラザおく、牛窓リサイクル工房については大規模修繕や建替は行わず、２施設を集約す

る場合に改修等を検討します。 

○火葬場 

・新火葬場を建築し、現火葬場を廃止します。 

○その他施設 

・施設の設置目的を達成した施設が多く、契約管財課に移管後公売等の処分を行います。 

    ・旧牛窓公民館は、保管資料の移転先が確保できれば廃止します。ただし、隣接する牛窓リサイクル

工房と共用部分があるので調整が必要です。 

    ・旧学校給食共同調理場は、令和４年に解体し、跡地を売却しています。 

    ・車庫倉庫棟については維持します。 

【担当課】   契約管財課、危機管理課、ダイバーシティ推進室、生活環境課、産業振興課、 

文化観光課 
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